
  
   

 春のおやつ作り  

お花見のシーズンですね。お弁当を持って出掛ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、

3 色のご飯にあんこを包んで作る、お花見団子の紹介をします。 

 ちなみに、お花見団子の３色には意味があり、並び順にもいわれがあるそうです。ピンクは桜、白は

雪、緑は草木の色を表しており、『雪の下に緑、上には桜』という意味合いで、下から緑、白、ピンクの

順に並べるそうです。 

 

★材料(８人分/１人分は３個)★ 

米２合 

塩ひとつまみ 

食紅少々 

青のり大さじ２ 

あんこ(袋入り)270ｇ 

 

※下準備として、塩をひとつまみ加えて、ご飯を 

炊きます  水加減は通常通りでよいです 
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きれいですよ
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75歳以上の方の免許更新時の講習制度が変わりました！！ 

 

平成 29 年 3 月 12 日より改正道路交通法が始まり、高齢者の運転に関する内容が大幅に変更になりま

した。旧制度では免許更新時のみ認知機能検査を行っていましたが、以下のように変更になっています。 

 

・対象：免許証の更新期間が満了する日の年齢が 75 歳以上の方 

・通知：更新期間が満了する日の 6 か月前に自宅に通知が届く 

・変更内容： 

⑴高齢者講習の前に、認知機能検査を受ける必要があります（約 30分、手数料 650 円） 

 

⑵免許更新後に一定の違反（信号無視・通行禁止違反など）をした場合 

⇒臨時認知機能検査を受ける必要がある。 

認知症ではないと判断⇒臨時高齢者講習（2 時間、手数料 5.650円）を受講後、免許継続。 

 

・その他： 

①70 歳以上 75歳未満の方の場合 

⇒更新満了日前の 6 か月以内に高齢者講習（2時間、手数料 4.650 円）を受講後、 

免許更新。 

②運転を今後されない方や不安を感じ自ら返納された方の場合 

⇒身分証明書として使用できる「運転経歴証明書（有料 1.000 円）」の交付を受けることが 

できる（取り消し日から 5 年未満）。 

 

 

 

 

 

 

 

おまけ 

➊記憶力・判断力が低くなって

いると判断された場合 

・臨時適性検査（専門医の診断）または主治医の診断を受ける。 

①認知症ではないとの診断⇒高齢者講習 3 時間（旧制度より+30 分の

変更、手数料 7.550 円）受け免許更新となる。 

②認知症と診断⇒免許取り消し・停止等。 

❷記憶力・判断力が少し低くな

っていると判断された場合 

高齢者講習 3 時間（旧制度より+30分の変更、手数料 7.550円）を 

受講し、免許更新となる。 

❸記憶力・判断力に心配がない

と判断された場合 

高齢者講習 2 時間（旧制度より-1 時間の変更、手数料 4.650 円）を

受講し、免許更新となる。 

平成 29年 6月からは、はがきが 62円に値上がりするよ！

年賀はがきは 52円、封書は 82円のままだよ。 

高齢者免許返納者サポート制度というものがあるんだよ。 

・制度に協力しているタクシー運賃の 1 割引き 

・コミュニティーバスの無料乗車券や割引乗車券の発行 

・施設の利用料や買い物代金の割引、配送サービス  

などが、受けられるんだって！ 

 


